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～贈与は正しい知識と余裕をもって実行しましょう～
暦年贈与とは、１年間の贈与額が年間１１０万円以下であれば贈与税が非課税になる制度です。

相続税を節税できる対策として広く知られていますが、令和 ５年に税制改正が行われました。

～暦年贈与の改正～

・ 暦年贈与の相続財産への加算期間が、相続開始３年前⇒相続開始７年前に延長。

(令和 ６年１月１日以降に贈与するものが対象。※経過措置あり。)

・ 改正の緩和措置として､延長された４年分（令和 ６年１月１日～令和 ９年１２月３１日）までの

贈与のうち､総額１００万円までは相続財産に加算しない。

この改正で暦年贈与の相続財産への加算期間が３年から７年へと延長となりましたが、経過措置

が設けられており、令和 ６年１月１日以降の贈与については『贈与の時期』と『贈与者の相続開始日』

によって、相続財産への加算対象期間が変動します。

相続が発生する『３年前まで』だったのが、『７年前まで』に延長されるということは、相続税が増える

ことになりますので、暦年贈与の相続税への節税効果が薄くなるということになります。

相続税対策としての贈与は計画的に行うようにしましょう。

なお、贈与税の基礎控除１１０万円に変更はありません。

贈与を行う際は、贈与契約書の作成、贈与税の納税など
いくつか注意点がございますので、
贈与をお考えの際には、担当者にご相談ください。

加算対象期間贈与の時期

相続開始前３年間～令和５年１２月３１日

贈与者の相続開始日

令和６年１月１日～

相続開始前３年間
令和６年１月１日～

令和８年１２月３１日

令和６年１月１日～相続開始日
令和９年１月１日～

令和１２年１２月３１日

相続開始前７年間令和１３年１月１日～


